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令和４年度　美幌町社会教育委員会議

(第５回)議事録　

１　開　　会　　　　　　　　　　　　　　　　

（牛島委員長）

皆様こんばんは。

定刻となりましたので、これより令和４年

度第５回美幌町社会教育委員会議を開催

します。本日は、ご多忙にかかわらず、ま

たお足元の悪い中お集まりをいただきまし

て、誠にありがとうございます。

開会に先立ちまして、事務局より報告事

項があります。

（立花社会教育課長）　

報告事項を申し上げます。

　最初に、本日はこの後議題にもあります

が基本的に意見交換ということで、会議の

冒頭から教育委員４名にご出席にいただ

いております。ありがとうございます。

　また、本日の会議につきましては澤田委

員より欠席のご連絡をいただいております。

本日の会議は、美幌町自治基本条例第

１１条の規定に基づき、すべての議案を公

開で実施いたします。

次に本日の会議の議案と資料の確認を

させていただきます。

そこでまず、教育委員の皆様にはあらか

じめ資料を送付するということでご案内して

いましたが、事務局の方で手違いがあり送

付できず、大変申し訳ございませんでした。

事前の見通せない部分で、我々の活動が

見えないこともあるかもしれませんがご容赦

いただければと思います。

本日の資料ですが、お手元に置いてお

ります資料１としまして、社会教育委員事

業視察一覧。

資料 2 としまして、令和 4 年 12 月 10 日

社会教育関係委員等研修会の振り返りと

いうものとカラー刷りの A4 横になっており

ます当日の配布資料。

資料 3 としまして課長館長等連絡事項。

それからびほろっ子プレイガイド 2 月号、

教育委員会 2 月行事予定、それとカラーの

第 30 プラス 1 回記念美幌小学校金管バン

ドジュニアコンサートのチラシがお手元に

あるかと思います。

もし、ないものがあれば事務局までお申

し出いただければと思います。

以上で報告を終ります。

２　開　会　あ　い　さ　つ　　　　　　　　　

（牛島委員長）

それでは、開会にあたりましてご挨拶を

申し上げます。

改めましてこんばんは。

　ご案内のとおり、本日は教育委員のみな

さまにご出席をいただき、4 番の括弧にあり

ますが、意見交換というようなこともござい

ます。括弧2の教育委員研究調査ですが、

グループ討議を予定しておりますので後か

ら、野村主査から説明ございますがご協力

よろしくお願いしたいと思います。

　短い時間ではありますが、中身の濃い会

議にしたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

　次に矢萩教育長からご挨拶をいただきま

す。

(矢萩教育長）

　改めまして皆様お晩でございます。そし

て今年もどうぞよろしくお願いいたします。

　本日は非常に寒い中、しかも夜分お疲れ

のところご出席いただきまして本当にありが

とうございます。

　皆様には日頃より社会教育の実践者とし

て、色々な場面でご活躍いただいておりま

すことに敬意と感謝を申し上げます。

　先ほど委員長の方からお話がありました

ように、本日は 4 名の教育委員さんにもオ

ブザーバーとしてご参加いただいておりま

す。私から改めて紹介をさせていただきま

す。こちらから、教育長職務代理者の加藤

哲彦さんです。

（加藤職務代理者）
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よろしくお願いいたします。

(矢萩教育長）

続きまして小川慶子委員です。

（小川委員）

よろしくお願いいたします。

(矢萩教育長）

続きまして大沼美紀委員です。

（大沼委員）

よろしくお願いいたします。

(矢萩教育長）

続きまして東海政博委員です。

（東海委員）

　よろしくお願いいたします。

（矢萩教育長）

　教育委員さんには後ほど意見交換の場

を設けておりますので、そこでお話をいた

だければと思います。

　本日の会議におきましても、どうぞお互い

ご忌憚のない意見を交わしながら、活発な

会議となりますことをご期待申し上げまして、

簡単ですが挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

（牛島委員長）

教育長ありがとうございました。

３　報　告　事　項　　　　　　　　　　　　　　　

（１）社会教育委員の事業視察について

（牛島委員長）　　

それでは議事に入ります。

報告事項１、社会教育委員の事業視察

についてを議題といたします。事業視察に

つきましては、昨年７月の第３回社会教育

委員会議で４つのグループに分け進めて

いただいてます。各グループのリーダーか

らご報告をいただきたいと思います。はじ

めに、社会教育グループリーダーの茂手

木委員より報告をお願いいたします。

（茂手木委員）

　社会教育のリーダーとして発表させてい

ただきます。9 月 17 日におもしろキッズ共

和国親子で見上げる星空観察を池田委員

は欠席でしたが、西谷内委員と二人で視

察させていただきました。

　当日、残念ながら曇り空だったので当初

はバスで移動して星空観察ということでし

たが、それが出来なかったのはちょっと私

としては非常に残念だったと思いました。

しかし、現場で円舘さんご夫妻によって

プロジェクターを使って色々と、天の川や

各種星座、また UFO 等分かりやすく説明

いただいたのが印象に残っております。次

は天気の良い時にやっていただければ、

バスに乗って移動できるし、バスに乗るの

も楽しみにしていたので。

　続きまして文化祭ですが、日程もバラバ

ラのため三者三様で独自で見ていただき

たいということになりました。私は個人的に

土曜日に展示を出していただきましたが、

コロナ禍ということもあるのか展示数が以前

から比べると減ってるのかなという面もあり

ましたが、皆さんも一生懸命やっているなと

いうのを非常に感じました。

　都合で舞台発表を見学できませんでした

が、後日ユーチューブ等でも見させていた

だいたのですが、別件で吹奏楽を見たとき

は、音楽はともかくとして照明の素晴らしさ、

一曲一曲の中でも色々な照明がありまして、

聞くのも大事ですが見るのも大事だなと。

非常に照明の素晴らしさというのにちょっと

感動させていただきました。以上でござい

ます。

（牛島委員長）

　ありがとうございました。続きまして、スポ

ーツ振興グループリーダー宮崎委員より報

告をお願いいたします。

（宮崎委員）
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　11 月 19 日に私と辻委員、澤田委員の 3

名でサタスポを見学に行きました。サタスポ

とは土曜日の開放事業であり３校でやって

おり、旭小の方に見学に行きました。

　当日は９時オープンの時に 5、6 人が入

ってきましたが、1 時間位はそれ位の人数

でした。資料によると、多い時には冬の期

間だけ地域の子どもたちが運動するため

に地域学校開放してる事業、本当にそのと

おりで自主的に子どもたちが安心して来ら

れる場所という感じで、子どもたちが好きな

時間に好きな遊びをしてる。ちょっといつも

より高いレベルの遊びをしたり、座ってしゃ

べっていたりと、本当に居場所になってい

るなというイメージでした。

　この開放事業は、土曜日が週休 2 日制に

なってから行っている事業でかなり歴史も

あり、多い時には冬場に 600 人、700 人と

か利用していることもありましたが、今は

253 人と半数になっています。それは土曜

日午前中はゴールデンタイムなので、子ど

もたちの取り合いになり、みんなが少年団

とか活動をやってる時間なのですが、ここ

に来れない子たちは自分が来れないこと

や自由にやりたいというお子さんたちのニ

ーズにすごいマッチしているなと感じまし

た。

　次に、12 月 8 日に健康寿命アップ講習と

いうスポーツセンターで行われてる事業に

行きました。辻委員と澤田委員と 3 人で行

きました。

こちらは 5 回の講習でちゃんと段階を経

て、赤十字看護大の教授から理論的な健

康についてのお話もあり、私たちが見たの

はボディベンチというスポーツトレーナーの

方が 50 歳以上の方でもできる筋力トレー

ニングを本当に 5 分でもできるというもので

した。私もこれを見てたら有酸素運動が大

事だと、50 歳以上だしやらなくては、始め

るきっかけになればいいなという講習でし

た。以上です。

（牛島委員長）

　ありがとうございました。続きまして博物館

グループリーダーの國澤委員より報告をお

願いいたします。
　
（國澤委員）

　博物館では「まちの色で描く型染めパネ

ル」を 9 月 10 日に視察させていただきまし

た。これについては私が仕事で欠席となっ

たため、杢師副委員長と伊藤委員に出席

いただきました。

11 月 12 日の「世界が注目するシベリア

北極圏の旧石器文化」という講座ですが、

骨角器時代の後期旧石器時代のこと、世

界が注目するシベリア北極圏の遺跡から

見えてくるもの、マンモスと狩猟具を取り巻

く進化説についてお話いただきました。土

曜日の夕方という時間でしたが多くの方が

参加され、真剣に聞き入っていました。私

も楽しく聞かせていただき、1 時間半という

枠に収まりきらない長い時代のお話ですご

く内容の濃いものでしたが、後半が駆け足

になってしまったのがちょっと残念でした。

もっとじっくり聞ければというのが感想でし

た。以上です。

（牛島委員長）

　ありがとうございました。続きまして図書館

グループリーダーの酒井委員より報告をお

願いいたします。

（酒井委員）

図書館チームリーダーの酒井です。チ

ームは私と寺田さんと下山さんの 3名となり

ました。視察はそこに記載のある通りです。

親子図書普及事業、音楽とマジックと絵

本のコンサート、これは下山さんと私が行き

ました。それから、図書館 70 周年記念フェ

スティバルは寺田さんと私、レコードコンサ

ートも寺田さんと私で参加しました。

　色々感じるところがありまして、ざっくり言

うと素晴らしかった。

8 月 7 日の音楽とマジックと絵本のコンサ

ートは出演が大友さんと言って、「猫のピー

ト」シリーズや「絵がない絵本」などを翻訳し
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た翻訳家であり、ミュージシャンでもあり、マ

ジシャンでもあるということで非常にわくわく

したステージだったなと思います。

子ども向けでお子様がたくさんいました

が、非常にゆったりとした口調で、またユー

モアたっぷりのトーク、それからピアノ鑑賞

も素晴らしかった。マジックも全く飽きなか

ったということで 90 分ということでしたが、も

うあっという間で、こういうことは大丈夫かな

と思っていましたが、全く飽きずに子どもだ

けでよく頑張って見ていたなという風に思

います。非常に芸術性の高い素晴らしいコ

ンサートで子どもたちの心に残る非常に素

晴らしい体験だったなと思います。

続きまして 9 月 25 日、図書館フェスティ

バル 2022 ですが、これにつきましては 70
周年の記念式典ということで古本市もあり

ましたが、非常に素晴らしかったなと思いま

す。

松田さんの手作りのマスコットキャラクタ

ー、トモビーに見守られ、盛大に式典が開

催されました。キャラクターの認知度も高ま

ったことと思います。

　当日は 9 月末ということでしたが非常に

暑くてこれは仕方ないと思いましたが、この

青空のもと大人も子どもも非常に楽しめた

1 日になりました。

　最後に 10 月 15 日、図書館レコードコン

サート、ロックです。色々なジャンルがあり

ましたが、寺田さんも私もロックが好きという

ことで決まりました。DJとかわかりませんが、

竹花館長の解説がすごくわかりやすくてで

すね。選曲もマニアックでして、私も初めて

聴く曲あったので、終わってそのまま、CD

を借りて聞き直したものがありました。なん

で図書館なのにレコードコンサートなのか

なと疑問に思ったんですけど、中々、レコ

ード盤でのノイズがですね、非常に懐かし

くてですね。大分音質悪かったんですが、

大分こだわっておられるとの事で、アンプ

だとかスピーカーだとか、非常に多かった。

最後に私の好きなビートルズがかかったと

いうことで、これもまた余韻が残るかなとい

う風に思います。

町内にはもっとロックが好きな人がいると

思うのでもっと広報して聴衆を多くしていい

んじゃないかなという風に自分は思ってお

りました。

以上です。

(牛島委員長)
ありがとうございました。

それぞれの委員から発表がございました

が中身が手に取るように伝わる発表だった

と思います。ただいま 4 グループの報告が

ございましたがここを聞いてみたいなとかご

ざいましたらご質問またはご意見ありました

らお願いしたいと思います。いかがでしょう

か？

茂手木さんから報告あったんですが、文

化祭のことにも触れられていましたが私の

守備範囲でもあるので少しお話させていた

だいただけますか。コロナでわざと制限を

してしぼめたんですよんね。

　ですが、やっぱりコロナで活動ができな

いっていう団体もあってですね、出展数も

少し伸びなかったんだなと。

　大分広げたんですけども、早くコロナが

収まってですね、正常な活動ができればい

いなと。

　残念ながらですね、このコロナを機に解

散した団体もございまして、文連から退会

されたっていう団体もいると聞いてとても残

念でした。　

　それから音響と照明の話がありましたけ

ど、管内色々なホールがありまして私も関

係上お邪魔することがあるんですが美幌の

照明等含めて非常に質が高いです。

　ひょっとしたら北海道の中でもかなり高い

と思います。美幌町は素晴らしい方を招聘

していただいたなと思って、改めて感謝し

たところであります。ちょうど 8月で 10周年、

びほーるがオープンして、ちょっと自分の

守備範囲でしたので勝手にお話させてい

ただきました。すいません。他にございませ

んか？よろしいでしょうか?
　以上で報告事項(1)社会教育委員の事業
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視察についてを終わります。

４　協　議　事　項　　　　　　　　　　　　　　　

(1)令和４年度社会教育委員の研究調査

（牛島委員長）

次に、協議事項に入ります。

協議事項(1)令和４年度社会教育委員の

研究調査を議題とします。この件につきま

して事務局より説明をお願いします。

(野村主査)
それでは協議事項(１)令和４年度美幌町

社会教育委員の研究調査ということで、本

日お配りをいたしました資料 2 とカラー刷り

の A4 横でお配りした資料になりますが、こ

ちらをちょっとご覧いただきながら説明させ

ていただきます。

　まず A4 横のカラー刷りの資料をご覧い

ただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

　昨年の 12 月 10 日に社会教育関係委員

長研修会を開催させていただきまして、本

日出席いただいた皆さんの中から社会教

育委員さん 5 名がこの研修会に出席いた

だきました。

研修では今回国際協力機構、帯広にセ

ンターがあるんですけど、ＪＩＣＡ帯広から講

師の方、それから北見の事務所からも 1 名

お越し頂いて、ご覧いただいている違いを

楽しむ、分かち合うコミュニケーションという

ことで、ご講義をいただきました。JICA の取

り組みや活動、後は先進国、発展途上国と

か、発展途上国の中にも後発開発途上国

というのがあって、そういったところの世界

の占める割合ですとか、ＪICA の活動という

部分についてお話させていただきました。

　そして、２枚めくっていただいてバナナと

かエビの絵が載ってるページがあるかと思

うんですけど日本の現代生活において、い

わゆる発展途上国からも物資、食べ物とか

色々な製品を含めて、発展途上国からの

輸入によって成り立ってる面ですとか、ここ

に天ぷらそばの絵が載ってるかと思います

けど、いわゆる日本食と呼ばれる料理もそ

の材料の多くが輸入ということで、例えば、

天ぷらそばに載ってる天ぷらですね。他に

もエビや小麦粉なんかも輸入に頼ってると

いう面があって、日本の資源だけでは到底

我々の現代生活は成り立っていませんよ、

ということです。

　相互に依存しながら、それぞれの生活が

成り立っているというようなことが話されて

おります。当日の研修会の様子をできるだ

け皆さんにお伝えしたいなと思いまして、

今日頑張って説明をしたいと思うのですけ

れども、もう一枚 A4 両面印刷した資料２を

ご覧いただきたいと思います。

この研修会の後半では異文化体験ゲー

ム「ばーんが」というゲームを実施いたしま

した。このばーんがというのは、いわゆるト

ランプのページワンっていうゲームがある

んですけど、このページワンっていうゲーム

をベースにしており、ページワンはトランプ

のマークがあってて同じマークとカードより

も大きい数字をどんどんどんどん上から重

ねていって、最初に手元にカードがなくな

った人が勝ちというルールなんですけれど

そのルールに加えて、このばーんがという

のは、まず 5 名から 6 名ぐらいのグループ

になって行います。それから無言ですね、

話してはいけません。それから、当日は 3

つのグループが出来たんですけど、各グ

ループそれぞれルールが若干違います。

そしてルールが違うことを参加者に知らせ

ていないという状況下でばーんがというゲ

ームをしまして、1 番になった人が別のグル

ープに行って、そのばーんがをやるんです

が、違うルールで１位になった人が新しくい

グループではルールが違いますから、その

ことが分からない、というようなことを身をも

って体験するというゲームをしました。　

なので、1 位になってグループ移動した

人は他のグループでこれまでの自分が 1

等になったルールが通用しないということ

で、いわゆる少数派と言いますか、よそか
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ら来た人っていうことで、少数派がどんな気

持ちになるのかということと、1 位になった

人を受け入れた人はほかのグループで 1

位になって自分とは異なるルールが入って

きたこと。

　いわゆるそういう異なる文化とか異なるル

ールと接する時に自分がどんな反応をする

のかということですね、双方が体験するとい

うことですね。どんな気持ちになったり、ど

んな反応をしたりするのかというのを体験

するゲームをしました。なので、なかなかち

ょっと言葉では伝えきれなくてもどかしいん

ですけれども、ゲームである島で 1 等にな

っても次の島で 1 等になれるわけではない

ということです。

　例えば、ある島ではジョーカーもあるけど、

他の島ではジョーカーがないとか、ある島

ではエースが１番強いけどある島では３が

１番強いとかですね。島でそれぞれルール

があってそのルールの違いを参加者に知

らされていないという条件のもと、このばー

んがというのをやりました。

　そして、ばーんがが終わった後に参加者

の方にどんな感じだったかのっていうのが

書いてあるのが今ご覧いただいている資料

になります。説明が入って申し訳ないんで

すけど黒丸でアンダーラインが引いてある

ところに、他のグループに移ってゲームを

した人の気持ち、それから２番目の黒丸は

1 等の人が他グループに新しい人として入

った時、他のグループからの人を受け入れ

てる気持ち、そして 3 番目はどのようにル

ールを確認したか。カードを出す、パスの

サインもですね。ちょっと違って、例えばピ

ースをするとか、まばたきとかですね。その

パスのサインとか細かいルールがそれぞれ

違っていたということでしゃべれないという

すなわち言葉が通じないという状況の中で

どうやってルール確認をしたのか。　

　そして今見ていただいている資料の裏面

になりますが、このゲームで体験したような

気持になるのは実生活においてどのような

場面だと思いますかということと、このばー

んがというゲームを体験して明日から私た

ちにできることは何かということを参加者全

員に書いてただいたゲームでした。いわゆ

る当事者の気持ちになるっていうのを疑似

的に体験するゲームで皆さんの心の動きと

いうのでしょうか。ゲームをしている皆さん

の心の動きがとてもよく見える研修会だっ

たという風に思っています。

　今日はですね。これから当日の研修会に

出席していただいた方を中心に、杢師副

委員長、酒井委員、池田委員、寺田委員、

宮崎委員。この 5名を 2つのグループに分

けた上で欠席した方も含めてグループワー

クをしてみたいと思います。

今日のお題はこの資料ちょっと戻ります

が 1 番最後かな。今回はですね。イメージ

しやすいように、ちょっと外国の方をちょっ

と取り上げまして 20××年美幌町に暮らす

外国人の方が増えました。ピンクの付箋に

はどんないいことがありますか。青の付箋

にはどんな心配事がありますか。というの

を、皆さんそれぞれグループに分かれて、

１つの付箋に１つのこと、ということで単語

でもＯＫですのでもうどんどん書いていって

いただきたいというふうに思います。その出

していただいた意見を基に今後、今回多

様性ということを社会教育委員の研究調査

で取り上げていて、7 月の会議の時に議論

になりました、いわゆる少数派というか、な

かなか我々の実施している事業と普段接

点のない人たちとかそういった方々に安心

して色々な事業に参加してもらうためには

やっぱり安心と信頼と言いますか、そういっ

たほうがやはり必要だという意見が出てた

んですけれども、そういった少数派とか、い

わゆるマイノリティーの人たちを社会教育

事業の中で受け入れていくためには、どん

なことをしてほしいですかという提言という

か、アイディアを皆さん方にお話し合いをし

ていただきたいなという風に思います。

このお題については教育長からお話を

いただいてると思うのですが、教育委員さ

んにもぜひ一緒に参加していただいて社
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会教育事業の中でそういった方々を受け

入れていくときにどんなことに気を付けてほ

しいかですとか心構えというかですね、ご

意見いただければというふう思っておりま

す。

例によって、模造紙と付箋は用意してあ

ります。それと、近くに自動販売機がありま

すので、のどが渇いた方は自由に飲んで

いただいて構いません。

　こちらから何か提供できればいいんです

が最終的には一応 7 時 45 分にはちょっと

時間が短くて大変申し訳ないんですけども

7 時 45 分には一区切りさせていただいて、

それぞれのグループからどんな内容だっ

たかというのを発表していただきます。

　ここまでよろしいでしょうか。

　美幌に外国人の方が増えました。どんな

いいことがありますか。どんな心配事があり

ますかというのをたくさん書いていただい

て、そのうえで皆さんとのその意見を出し

合ったうえで今後社会教育の事業の中で

そういった方々いわゆるマイノリティーや少

数派の方を受け入れるときに、どんなことに

気を付けてほしいですか、心構えも踏まえ

て皆さんからご意見をいただければと思い

ます。

　それではグループを発表します。

　まず、Ａチームは杢師副委員長、酒井委

員、西谷内委員、それから牛島委員長、茂

手木委員,辻委員、そして加藤職務代理と

大沼委員の８名。Ｂチームは池田委員、寺

田委員、宮崎委員、下山委員、國澤委員、

伊藤委員、そして教育委員から小川委員と

東海委員ということでいきたいと思います。

よろしいでしょうか。

　それでは、ただいまから 7 時 45 分までと

いうことで進行は我々どちらのグループに

も入りますが、今回は本日の研修会に出席

した方々がこんな様子だったということの報

告も含めてですね、ちょっと引っ張ってい

ただくことになるかという風に思いますけれ

ども、2 つのグループに分かれて協議して

いただければと思います。

　それではお願いします。

　（2 グループに分かれて協議）

(野村主査)
それでは、ちょっと時間オーバーしてし

まって大変申し訳ないんですけども、それ

ぞれのグル―プの話し合いの内容を共有

していきたいと思います。

　どうしましょうか。山本主査のグループか

らいきますか。

(山本主査)
　時間ないから僕いきます。

(野村主査)
　それでは、山本主査お願いします。

　聞き終わったら、みなさん盛大な拍手を

お願いします。

(山本主査)
　はい。マスクを着けたままでちょっと遠い

ところですので大変恐縮ですが多分ちょっ

と見づらいと思いますので、ゆっくりとです

ので、かいつまんでお話させていただきた

いと思います。皆さんに雰囲気を感じ取っ

ていただけれ、と思いますが、基本的にポ

ジティブな意見の方がすごく多くてネガティ

ブな部分や不安な部分っていうのはそん

なにないんじゃないっていうふうな話がま

ず大前提のところであります。

　みなさんポジティブなっていうふうなところ

に感動しているのでございます。ポジティ

ブな部分はある種受け入れたからこそ得ら

れる部分かなぁというところもあるんですけ

ど、新しい文化を受け入れてくとかですね、

そういう新しい発見の部分。影響が大きか

ったかなというふうに思います。もちろん人

口も増えますよねっていうことも言っていた

だきましたけど、後は食文化の交流の場で

何点かですね。まあ、どこの食文化と交流

するかにもよりますがそういう楽しみもある

んじゃないかなということでのポジティブな
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意見がたくさん出されたということがまず前

提でございました。

その中で不安だなって思う点について

は「心配なし」と言っていただいた方もいる

んですが、その中でもやはりマナーやルー

ル、生活様式の部分が、その違いをどうし

ていくかっていうことについては、やはり不

安が残るよねっていうふうなお話をいただ

いたでございます。

それではどうしていこうか、という中でこ

の前のゲームの例をちょっと出していただ

いたんですけれど、1 つは違いをみんなで

受け入れていこうっていうふうな優しさを持

つっていうことをプラス、あるほうにしますけ

ど、あれは自分が全部変えていくみたいな

ですね。1 人が全員に波及させていくって

いうこともあったのかなということです。それ

は両面あるのかなと思いつつも、ただ、す

るほうが難しいかなというふうに思いますの

で、基本的には違いを受けれていくために

どうしていこうかなっていうふうな発想を持

っていきたいなというようなところです。

　それは、どっちから来たものとかいう話じ

ゃなくて、あなたはどんなことが好きなのだ

ろうとかですね、その人の内面を知ってい

くようなコミュニケーションの取り方っていう

のがあっていいんじゃないかなと。そこから

つながりを皆さんも持てるんじゃないかとい

うようなお話なので、何歳ですか？とかで

すね、そういう外側じゃなくて好きなものと

か得意なこととかですね、そういうところから

のコミュニケーションって必要なんじゃない

ですかねっていうふうなお話でございまし

た。

　それと受け入れる側にとってのある種の

ゆとりというか余地というのが必要ですよね。

ただ話し合いの中で、みんな働いてるし、

なかなか余裕って持ちづらいですよねって

いうふうな話だったんですけれども、ただ、

今の背景として実際にもう色んな方々がい

らっしゃるということを認識した上でその余

地っていう部分はやっぱり作っていかなき

ゃいけない。それは受け入れる側が努力し

なきゃいけないよねっていうふうな話が出

てきました。それとプラス衣食住とかですよ

ね。そういうところからのコミュニケーション

が取りやすいんじゃないかなっていうふうな

話があったんですけど、その中で 1 つ注意

しなきゃいけないところ、そのルールとかで

すね。規範とか様式の中である種わかるで

しょっていうふうな押し付け的な、もう当たり

前だよねっていうふうなお話っていうのは

危ないよねっていうふうなことが皆さんから

の意見として出ました。そこはわからない人

が多いわけなので、そこは明確に話したり

お互いの意見を交流させたりしながら差を

埋めていく必要があるんですよね。

日本ではこうですよねっていうふうなお

話をしていく必要があるんじゃないかなっ

ていうふうな話でございました。これがない

ゲーム（ばーんが）もしたんだけど、やっぱ

り言葉とかっていうのも、ある種勉強してい

くってことも必要ですよねっていうふうな話

がありました。

　なかなかハードルが高くてっていうような

ご意見もあったんですけど、ボディランゲ

ージとかも含め表現ということを学びながら、

どんな些細な言葉でもいいので通じ合える

環境を作っていくっていう努力はしたほうが

いいですね。これをなしで語るんじゃなくて

これも勉強していきましょうねといった考え

方を持ったほうがいいんじゃないか。という

ふうな皆さんとのお話だなと思っておりま

す。以上でございます。

(野村主査)
はい。ありがとうございます。

それでは、こちらのグループはポジティ

ブ、ネガティブ半々くらいですかね。

　で、大きく言うと、やっぱり外国の方が来

ることによって言語が多様になる、色々な

外国の言葉に触れられる、そし、先ほど出

てましたけど食文化、遊びにダンス、ハンド

メイド、ファッションなどそういった異文化交

流の機会が増え、そして何よりも美幌のア

ピールにつながり美幌町の人口が増えると

いうことがすごくいい面だなという意見だと
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思います。一方デメリットというか、心配だ

なと思うのはやっぱり言葉が通じないって

いうことによる行き違いですとか、そういっ

たちょっと困ったこと。それから生活習慣と

か生活ルールに関する心配、あとはそれら

に付随して、町民の皆さんがコミュニケー

ションをうまく取れないんじゃないかなって

いうようなことや、病院でも医療とかそういっ

た適切な治療につなげられるかどうかとい

う心配があります。あと、雪や気温など冬の

寒さですね。そういったようなお話が出て

おりました。

こちらのグループで話題になったのは、

やっぱりそういった外国の方々をこれから

いろんな事業で受け入れていくときは前の

話出たんですけどやっぱり安全・安心であ

ることが大前提ですね。

その安全・安心は言葉が通じることもそう

だし、食べ物や睡眠など基本的な生活が

きちんとできる上で成り立つものでやはりこ

ういうところをきちんと大事にしてほしいとい

う意見です。

そうは言いながらも、やはり日本では当

たり前だと思ってることが外国の方に通用

しないということもきちんと理解をしたうえで

そういった人たちも含めてどのように溶け

込んで、溶け込ませていくか、そういったこ

とを考えていっていただけないでしょうかと

いうようなお話だったというふうに思います。

外国の方に対しては、言葉が通じないと

か色々な違いがあるのでちょっと言葉が通

用しなくても、何かちょっと表現悪いんです

けど、ある種あきらめがつくというか言葉が

通じないからいいみたいなところもあるけれ

ども、今回グループワークをとおしてわかっ

たことというのは、そもそも日本人同士の接

し方で、もっともっとそこについて考えてい

かなきゃいけないんじゃないかと。

　今って、スマホの操作一つで買い物とか

便利に出来てて、人と接しなくても日常生

活がある程度成り立つようになっているん

だけども、やっぱりそういった人に関わる、

いわゆるコミュニケーションですね、人と関

わるっていうことをわざわざちょっと大変な

思いをするかもしれないけどやっぱりする

っていうところが日本人同士の接し方でそ

こでもやっぱり必要じゃないか、というような

問題提起もなされたというところでございま

して、今回この１２月に行われた研修会は

委員さんだったんですけれど、これはたぶ

ん中学生とか高校生とかが、このばーんが

というゲームを体験したらどんな発想になる

のかなと思って、ひょっとしたら中高生のほ

うが外国の人達はもっともっと接するという

か溶け込みやすいというか、そういったよう

な意見も出たというところで、恐らくそういっ

た中高生の考えと大人の考えでは多分違

いが出てくるので、何かそういう対比もちょ

っと今後できたらいいなと思っているんで

すけれども、そういうようなお話が出てきま

した。なのでいずれもちょっとこう、人と接

することで少し心を揺り動かすっていうかそ

ういった体験が必要ではないかというような

まとめだったと思います。

ちょっと時間押してしまって申し訳なかっ

たんですけど何かそれぞれの発表を聞い

て質問とかないですか。

　それでは今日いただいたご意見を基に

報告書作成を頑張って自分もその内容を

3 月に皆さんにお見せできるように頑張っ

てレポートをまとめたいと思います。

　はい。

　それでは最後にお互いの健闘をたたえ

て大きな拍手で締めたいと思います。あり

がとうございました。それではお手数です

が机を元の位置に戻していただいて着席

をお願いします。

（牛島委員長）

　大変ありがとうございました。素晴らしい

意見それぞれ交流できたかなと考えており

ます。以上で協議事項(1)令和４年度社会

教育委員の研究調査を終了とします。

(2)教育委員との意見交換

（牛島委員長）
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次に、協議事項(2)教育委員との意見交

換に入りたいと思います。

　意見交換の進行につきましては事務局

が行いますのでお願いします。

（野村主査）

それでは、これから意見交換ということで

説明させていただきます。

昨年に引き続き教育委員の皆様にこの

会議にご出席いただきまして、社会教育委

員との意見交換の場を設定させていただき

ました。教育長と教育委員は町長と懇談す

ることが法令で定められておりまして、総合

教育会議の場で町の施策に対して教育委

員として町長の方に申さなければならない

ということになっております。

同じく社会教育委員の皆様も、教育委

員会に関しましてご意見をいただくというこ

とで活動いただいているところでございま

す。

こうした中、皆様に沢山ご意見いただい

ているところでございますが、昨年は第 8

次社会教育中期計画の答申がございまし

たのでご出席をいただいてご意見・感想を

いただいたところでございますけれども、今

回その中期計画の推進目標である多様性

について、グループワークということで社会

教育委員の皆さんと一緒にご参加いただ

きまして誠にありがとうございます。

本日はこのグループワークを含め社会

教育委員の皆さんとの議論を受けて教育

委員の皆さんお一人お一人が率直に感じ

られたことですとか、社会教育委員の皆様

に対する活動への期待、それから今後の

社会教育の活動の中で意識していただき

たいことなど、どんなことでも結構ですので

一言ずついただきたいと考えております。

　発言につきましては座席順に加藤職務

代理から小川委員、大沼委員、東海委員

の順にご発言をお願いします。それでは加

藤職務代理よりお願いいたします。

（加藤職務代理）

座ったままでいいですか。ありがとうござ

います。座ったままで失礼させていただき

ます。

　改めまして教育委員の加藤哲彦でござい

ます。

本日はお邪魔させていただいた上に今

年初めての会議とのことで、皆さんとのグ

ループワークに参加させていただきまして、

貴重な時間を体験させていただいたので

本当に感謝を申し上げさせていただきま

す。

先ほどそれぞれグループのリーダーの

皆さんから報告がありましたけれども様々

な事業は楽しかったというような意見が多

かったと思います。時間も短かったというよ

うな話もございました。そういうような社会教

育委員の皆さんの感想であったと思います

けれども、それを作ってるのもまた、社会教

育に携わる皆様方の力であろうかなと思い

ますし、そのことをまた皆さんが楽しく思え

たということは、本当に明るく楽しく先のこと

に対してもまた明るい兆しがあるのかなと

いうふうに思いますし、ただいまのグルー

プワークの方に参加させていただきまして、

色々と意見交換した中で本当にこの雰囲

気が和やかで、時折隣のテーブルをちらち

ら見るとやはり同じように生き生きと討議を

されている姿をみて美幌町の社会教育に

関しては本当にスポーツに関しても文化に

関しても盛んで熱心であるということをこう

いったところからきてるんだろうなと。

　先ほど教育長もおっしゃっていましたけ

れども、皆さん方が社会教育の実践者とし

て、その代表としてここにいらっしゃるわけ

ですから、その土台にある皆さんの活動の

舞台というものはまた様々に、色々と楽しく

やられていることが多いんだろうというふう

に感じさせていただきました。

　この社会教育というもの、最近はＩＴ化で

あるとか、AI 化であるとかソサイエティ 5.0

の真ん中だとかっていうどんどん社会の中

で機械化されていっているようなところもあ

ると思いますが、社会教育に関してはそれ

を受けながらも人のぬくもりというものを皆
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さんのトーク、そして私どものテーブルの野

村さんからの発表もありましたけれども、1

つ 1 つの関わりというものを大事にしなが

ら、この 3 年間は本当にコロナということで

そのことが 1 番いけないようなこととして捉

えられてしまっておりました。それに慣れて

しまうというところもあるかと思いますけれど

も、今年あたりから少し活動の方も以前に

かなり近づいていけるんじゃないかというふ

うに期待しております。　

そのあたり、皆さん方には多くの町民の

皆さんにぬくもりとか温かさ、そういったもの

を感じさせるような事業、それぞれの中で

実践していただきながら、またそれぞれご

意見等をこの場において集めていただい

て、より良い社会教育委員の活動としてい

ただければと思います。

　皆さん、本当に様々な事業を視察ですと

か体験をしていただきながら負担の多い

中、仕事もある中活動していただいたこと

に感謝を申し上げさせていただき私からの

感想とさせていただきます。

今日はありがとうございました。

（野村主査）

　ありがとうございました。

　続いて小川委員お願いします。

（小川委員）

　はい。今日は貴重なお話合いに参加さ

せていただき、ありがとうございました。

　また、社会教育委員の皆様におかれまし

ては、ご多用な中視察に行かれたり、研究

されたりして、またこのように明るく話し合い

を重ねておられる様子に非常に躍動感を

感じ、会議としては諮問機関ではあります

けれども、このように実際動いて現場の雰

囲気をつかんで、そしてまた会議に活かし

ておられるっていうところがすごく好感を持

ちますし、これからの社会教育が明るいと

いうことに本当に感謝しております。ありが

とうございます。

　先ほどのグループワークの中にもありまし

たが、グループではコミュニケ―ションが人

と接する心を揺り動かす体験っていうところ

がすごく大事だなって思ったところで実際、

今日は外国の人が来たらっていうことでは

ないかと思うんですけれども普通、話の中

では多数決で決まってしまうところで少数

意見がなおざりになってきたりとかっていう

ところがあったと思うので、そこをやっぱりも

う 1 回見直すっていうところが、今クローズ

アップされているかなっていうふうに思いま

すし、B グループでもありましたように相手

の立場に立って考えてあげるとかやっぱり

心にゆとりがないと厳しい部分があるよね

っていうところで本当に大切なところを教え

ていただいた思いでいっぱいです。

　こんなふうに多様性っていうことを社会情

勢の中で考えていただくということが美幌

のご老人だったりとか置き去りにされたりし

ているって感じておられる方もいるかもしれ

ないけど、やっぱり社会教育で色々な行事

を計画してたくさんの方が来て下さるように

こんなふうに考えていただいていることに

感謝しております。ありがとうございます。

　これからもご自分のお仕事がありながら

の活動なので大変だと思いますけれどもお

体を大事にしてまた来年素敵なお話を聞

かせていただきたいと思います。

　今日はありがとうございました。

（野村主査）

　ありがとうございました。

　続いて大沼委員お願いいたします。

（大沼委員）

はい。私もですね、この社会教育委員の

皆さんとの和気あいあいの中、グループワ

ークに参加させていただき、本当に楽しく

過ごせてまた勉強にもなりました。本当に

ありがとうございます。いつの頃からか、そ

の多様性っていう言葉をよく耳にするんで

すけれども、私は今回、外国人の方がメイ

ンの話になったんですけれども少数派とか

じゃなくて各家庭で、例えばその夫婦間で

あれば男性、女性っていう性別の違い、親

子であると年齢の違いがあって、また兄弟
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の違いであったり、そういう身近なところで

の多様性の尊重が自然とできていればそう

いう家庭で育った子どもたちというのは社

会に出たときに色んな他者と出会って、そ

れ認め合って成長していくのではないのか

っていうふうに考えており、SDGs 全体に通

じる「誰１人取り残さない」という理念は、そ

の考えのベースに多様性の尊重があると

言われています。

でも、SDGs の中の目標４で「質の高い教

育をみんなに」とあるんですけれども、美幌

町の各課の素晴らしい取組に美幌町のた

くさんの皆さんがこの取組に参加すること

が見られません。どんなに素晴らしい取組

を行ったとしても、そこに集まる人が少なけ

ればあまり広がっていかないんだなって

常々考えています。ですので、取組を行う

とともにその情報発信ですね。SNS はもち

ろん使ったり、紙の広報である以外に何で

しょうか、各学校にポスター、多様性の尊

重に関するポスターを募集したり、それを

掲示したりとか色々な方面から細かく、例

えば各学校から公募したときに各学校から

各学年、各学級また少年団、部活動、PTA

と細かく色々なことにも伝えていくと、どん

どんその多様性の尊重っていう言葉が皆さ

んに広がってそこからまた色々な事に発展

していくのではないかと言っております。ち

ょっと話が長かったんですけれども今後と

もよろしくお願いします。今日はありがとうご

ざいました。

（野村主査）

ありがとうございました。

続いて東海委員お願いいたします。

（東海委員）

はい。今日は本当にありがとうございまし

た。教育委員から一言ということなんですけ

れども、ご意見というほど勉強不足なので、

言葉って言うのは甚だしいなというふうに思

うんですけども、最初に今日視察の内容で

報告を聞かせてもらったんですけども本当

に皆さんそれぞれ、色々視察のお話を聞

かせていただく中ではそれぞれの内容が

素晴らしいものだったという意見がほとんど

で、やはり加藤職務代理が言われたように、

日頃社会教育委員さんが述べられており

ますように、内容に沿った事業がなされて

るんだろうなというふうに思いました。

　そして去年ですね、第 8 次中期計画が出

来上がったわけなんですけれども、その中

の多様性という推進目標について今日は

研修があったんですが、その中で本当に

僕としても大変に良い勉強させていただき

ました。ありがとうございました。

その中で多様性でこう進めていくという

ふうに思うんですけれど、少し話がずれる

んですけれど最近生涯学習という言葉が

言われなくなったなと思うのですが、やっ

ぱり人生長いと生涯学習って生涯を通じて

学ぶことってすごく大事かなって思ってると

ころなんです。

　生涯学習にしろ生涯スポーツにしろ、そ

れってきっとこういう多様性に通じるものが

あるのかなってちょっと強引ですけど思うと

ころがあるんですよね。

　やはり、色々なこと、意見や考えが出まし

たけども受け入れる事から始まりやっぱり

相手のことを考えて受け入れてから、それ

からこちらはどうなんだろうというふうに思う

ところがあるなというふうに思いました。

　ちょっと答えは出ないんですけれども、皆

様方から出た素晴らしい視点からこれから

社会教育の事業をそのままの視点で進め

ていただければ、より素晴らしいものになっ

ていくのかなというふうに思いますので、今

後ともよろしくお願いします。

（野村主査）

　ありがとうございました。

　社会教育委員の皆様から保護者の教育

委員の皆様や教育委員会に対して、何か

御意見等がありましたら、ご発言をお願い

できればと思いますけどいかがですか。

（宮崎委員）

大変恐縮です。社会教育を勉強させて
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いただいているんですけど、本当に美幌町

はスポーツも文化も幼稚園も小学校、中学

校と本当に手厚く育ててもらって私の子も

自分が育てたというよりかは町の教育委員

会の皆さん、社会教育と学校教育の皆さん

に育ててもらったっていう感じなんですけ

ど、高校に入ったらいきなりですね、今、美

幌高校本当に学校の少数派の子たちが集

まった多様性の集まりみたいな学校になっ

てるんですね。

それで学校の先生たちだけでもう立ちい

かなくなって、本当に中学までの社会教育、

学校教育じゃなくて、ぜひ美幌高校も地域

移行して先生たちを助けてほしいなって本

当に、教育委員会の方にお願いしたいなと

思いました。

すいません。よろしくお願いします。

（野村主査）

　他にいかがでしょうか。

（茂手木委員）

　はい。

　今、宮崎さんのお話があったようにそれ

に追随するような形なんですけど、私もス

ポーツ委員なりにビートスポーツクラブとい

うことでスポーツに関わらせてもらっている

んですけども、やっぱり高校行った時に手

薄になるっていうことで。

　あと、申し訳ないけどスポーツの立場から

言わしてもらうと、子どものうちから色んなス

ポーツに関わっていただきたいなっていう

面もあるもんですから幼稚園も含めて小学

校からある程度、こんなスポーツでも沢山

あるよっていうことでビートの方でもやって

おりますので是非そういうのに参加してい

ただいたり、告知の方もやっていただいた

りしてほしいのと、今も行っていますけどス

ポーツの奨励金制度ですね。優秀な生徒

に奨励金を出してるんですけどもうちょっと

分厚くと言いますかね、これはお金の問題

ですから、なかなかぱっとあげますよって

いうことにはならないと思うんですけども。

あと、美幌独自の何かこう、奨学金制度

っていうのはできないかなと思いまして、例

えばスポーツでも文化でもいいんですけれ

ども優れた大学なり行ってその代わり是非

戻ってきてください。こちらに戻ってきてく

れれば奨学金返さなくていいよ、みたいな

極端な話なんですけれどどうかなっていう

ことも検討いただけたらなとそういった話で

した。

（野村主査）

　はい、ありがとうございます。

（下山委員）

僕もいいですか。

宮崎さんがおっしゃっていたのをちょっ

と聞いていたんですけど、自分の所のアピ

ールになっちゃうんですが私、障がい福祉

やってるんですけどもちょっと今新しいサ

ービスをはじめまして学校とか幼稚園、保

育所とかそういったところにも僕らがお邪魔

させていただいて、学校の先生と一緒に支

援できるサービスがあるんですよね。

それで、先生たちだけでちょっと手が回

らないよっていうのが、もしお困りごとである

のであれば私たちを使っていただいて小

学校と中学校のつなぎとかもしくはその保

育所と小学校のつなぎとかそんなところで

僕らのそのある程度ノウハウがあったりする

のでそんなところでお手伝いできる仕組み

がもし必要であればお声をかけていただい

ければ、ありがたいと思います。

（野村主査）

ありがとうございます。他にいかがでしょ

うか。

（牛島委員長）　

実は皆さんご存じのとおり令和 5 年度の

4 月からですね。中学校なんですけれども

部活動について地域移行が、これ国の施

策なんですけれど文科省の掛け声で「5 年

間で地域移行しましょう」と、学校の先生方

の手から離れて地域の皆さんの力を借りて

やっていこうということで美幌の教育委員会
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でそういうチームを作ってきてやられてると

思うんですけど、地域移行するにあたって

スポーツの関係の会長さんもおりますし、

私もちょっと少し関わっていますけどそうい

う方とご相談をしながら、またはご意見をい

ただきながら作り上げていくっていうような

ことですかね。

実は今日ちょっとチラシをお配りしていま

すが金管バンド、美幌小学校は９人しかい

ないという子どもたちでね。ひょんなことか

ら、実は教育委員会で社会教育のお手伝

いをしていた永井先生と牛島がこのバンド

の今面倒を見てる状況になっておりまして

12 日にコンサートをやるんですけど、少な

い子どもたちなんですけど、ぜひ町民の皆

さんに応援をいただきたいと思っておりまし

てコンサートですが、応援チケットっていう

のは大人の方は 500 円で今までお金をい

ただいていた小中学生は無料の応援券を

作っているところでございまして、ぜひ、び

ほーるにたくさん来ていただきたいなと思

って、今子どもたちも頑張ってるんですけ

ども教育委員会の強力なバックアップのも

とですね。今、精力的に活動を進めており

ます。

ちょっと事情があって私の仕事の関係も

あって時間がですね、学校の中でちょっと

合わないものですから実は町民会館をお

借りして、学校から出て活動しております。

12 日のコンサートまでの期限付きなんです

けども、そういうような活動をしております。

ちょっと地域移行がなんか突然やってき

たみたいな、冬休みのちょっと前の話だっ

たんで冬休みからちょっとお手伝いをして

いるんですけども 1 月の個人アンサンブル

コンテストが東陽小とともに金賞をいただい

てるという、できすぎたかなって思うんです

けども子どもたちは頑張っております。

親御さんも頑張っております。なお、ご

存じのように北中学校、美幌中学校そして

一般の美幌吹奏楽団がこの度のアンサン

ブルコンテストで地区代表として全道大会

に出場することになっております。ちょっと

コマーシャルも入ってますけど、そんなこと

で突然の地域移行が始まるぞというような

ことで私たちも考えておりますけど、きっと

スポーツの方にすごくお世話になると思う

んですよね。

そんなことでこれから始まっていきます

のでご理解とご支援よろしくお願いしたいと

思います。

よろしくお願いします。

(野村主査)
ありがとうございます。

他に、いかがでしょうか。

(寺田委員)
委員長からお話いただいたようにです

ね、部活動につきましては先生方から少し

手を放していただいて地域の方々にお願

いするということで進めていただくということ

で本当に学校と地域が少しずつ近づいて

るなというようなことは感じているところなん

ですけどけれども、社会教育中期計画の

第 8 次の案につきましても委員長はじめ委

員の皆さんそれから多くの地域の方々が

参加して美幌の社会教育はこんなふうにし

ていきたいねっていうようなことを皆で話し

合いながら 3 つの推進目標というものを決

めさせていただいて、それをまた示させて

いただいたんですけれども、これだけ子ど

もたちの状況というか社会の状況が変わっ

てきて、学校の状況もやはり IT 化ですとか

色々な面で変わってきてるとは言えです

ね。

やはりその子どもたちの気持ちの面です

とか、保護者の子どもたちに対する考えと

か学校に対する思いですとか、そういうもの

っていうのがやっぱり集まって美幌の子ど

もたちが小学校中学校、そして高校を含め

てこんなふうになっていったらいいよねって

いうような話し合いの場がやはりあるといい

んじゃないかなっていうふうなことは、僕も

ずっと社会教育委員をさせていただきなが

らもやはり学校っていうところがやはり人が
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育っていく上で、最初の場所として非常に

重要な場所だなっていうふうに感じて、そ

の学校のなかなかできない場面であったり

とかそういうことを社会教育で請け負ってき

たりしてきたようなところはあるんですけれ

ども、本当にそういうようなことからもう一緒

にどっかで考えていく必要がある。今ちょう

どこのコロナの状況になりまして色々な活

動がストップしているこの機会にやはりそれ

を整理していく考えていく場所っていうもの

を作る必要があるんじゃないかっていうふう

にすごく思ってますので、それがですね、

なかなかその教育委員さんと教育長さんと

町長さんもそうだと思うんですけれども、話

し合われていることが私たちに伝わってき

てない部分がどうしてもありまして、明日に

総合教育会議があるということで伺っており

ますけれども、やはりそれにも参加できな

い人も多くいると思うんですよね。

保護者の方々はやっぱり子どもの将来

を心配しているところがあって、何を多分心

配しているかというと僕も保護者の立場とし

て考えると、子どもが自分の人生を生きて

いく上で自立した気持ちを持って小学校、、

中学校、高校を出て社会に出ていけるって

いう感覚が保護者の立場からすると薄い感

じがしてるんですよ。ですので、子どもたち

が学校を通じて自立できる準備をしていっ

てほしいというふうにすごく願ってるんです

ね。

私たまたまですね。学校運営協議会と

いうところにも参加させていただいてまして、

息子が北中学校だったものですから北中

学校で任を受けさせていただいたんです

けれども、去年から校長先生が学ぶってい

うのはやっぱり自発性というものが非常に

大事なので、そこをどうやって育てていくか

っていうことを重視して学校グランドデザイ

ンというのも作っていただいたんですね。

それは、今中学校で僕が見ているとや

はり小学校の時から大事だなって思ったん

です。

そして、中学校になったら本当に受験が

間近に控えて、学力が落ちていることに心

配している親御さんも多く、また子どもたち

もその受験ということで非常に精神的にも

追い込まれるものがあるのでやはり小学校

の段階の中で自立、自発性、自分から楽し

んで学べるようなその学校づくりっていうも

のをどうやって作っていったらいいかって

いうことをやっぱりみんなで考えていく時じ

ゃないかなって思います。

ちょっと長くなってしまいましたけれども、

そういう思いでいるということで、おこがまし

いことを話してしまいましたけれども美幌の

教育の方をお願いいたします。

（野村主査）

はい、ありがとうございます。

他いかがでしょうか。ありがとうございま

す。

それでは教育委員それから社会教育委

員の皆さんからのご意見等を受けて教育

長から一言お話いただきたいと思います。

（矢萩教育長）

今日は大変お疲れさまでした。

前半のグループワーク、そしていま社会

教育委員さんからもたくさんのご意見いた

だいたところでございますが私ども教育委

員会の考え方としましては、まずはその地

域の子どもは地域で育てる。ここはもう、ぶ

れずにやってきてるつもりでもあります。そ

のような中でさっき小中一貫教育だとか小

中高の校種間連携だとかそういったことも

ありますけれども、それもやっぱり地域のこ

どもは地域で育てるという一貫の考え、一

つの考えのもとでさせていただいてます。

その中で、今寺田委員からお話ありまし

たけれども美幌町で令和元年度から各学

校、小中学校区に学校運営協議会を作っ

ております。

これは法に基づいたものではありますけ

れども、この前提となるのはやっぱり地域に

開かれた学校ということで設置させていた

だいているというところでございます。
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これについては例えば今美幌高校校長

酒井校長先生もいらっしゃいますけども、

高校にも広げていこうといった動きもありま

す。そうすることによって、本当にまず幼稚

園、認定こども園からずっと切れ目のない

教育、切れ目のない支援ができるのかなと

思っております。先ほどご意見もありました

けどもやっぱり学校教育っていうのはやっ

ぱり社会で自立するための力をつけてもら

う場所だと思っております。

これに対して、当然学校だけで立ちいく

ものではありませんので地域全体でそれを

サポートという教育の在り方が必要なのか

なと私は思っておりました。また、部活動の

地域移行の話もありました。これですね、

例えば１つの前提となるのは子どもの数が

非常に少なくなっております。その中でや

っぱりチーム競技の野球やサッカーだとか

そういったものがなかなか１つは学校で出

来ないってところがあります。

一方では教員の働き方改革が求められ

ております。これは教員に限らずどの職種

でもやっぱり働き方改革って必要だと思っ

ております。

そのような中で持続的に部活動、文化に

してもスポーツにしても美幌町は少年団活

動が盛んですので幼少期から続けてきた

運動習慣だとか文化、例えば吹奏楽だと

かそういったことを持続的につなげてくた

めの仕組みを今探っているところでござい

ます。

これは美幌町だけでなく国レベルで、例

えばスポーツ庁の方で運動部活動、文化

庁の方で例えば吹奏楽だとかそういった文

化をどう続けていくかってことですよね。国

と地方一緒になって考えている状況でござ

います。

美幌町におきましてもこれは国レベルで

行った令和 5 年度、来年度以降から 3 年

間で集中的にやっていきましょうっていうこ

とで国の方から投げかけがあって、それが

最近やっぱりちょっとトーンダウンしており

ます。

そのトーンダウンするっていうのは皆さん

から話がありましたように当然行政だけで

出来るものではありません。学校だけで出

来るものでもありません。やっぱりこれは地

域と一体になってやってくよと、美幌町は

幸いにスポーツにしても文化にしても地域

で脈々と育まれている土壌がありますので、

そこは地域の方々と一緒になって本当に

地域の子どもは地域で育てるじゃないです

けど、そういった仕組みを作っていくという

今の段階にあります。で、非常にちょっと動

きとしては正直管内的にはなかなか遅いっ

ていうのが現実でありますけれども、まず町

の教育委員会の中で学校教育、スポーツ

振興、社会教育とそれぞれ文化、スポーツ、

学校と関わるセクションありますので、そこ

でまず話をしながら、どんな形で進めてい

くのがベストなんだと。例えばモデル的に１

つの種目で取り掛かっていくのも１つかなと

そういう思いもありますので、たたき台を作

った中で皆さん関係する方々にお話しでき

る機会を近いうちに設けていければなと思

っているところでございます。

そしてですね、まずは本当に子どもたち

の多様な選択を確保しながらスポーツに親

しむ機会を設けて親しむ機会を維持してい

く必要を考えているところでございます。

そして次にグループワークの関係でで

すね、多様性の関係がございました。

ここもやはり本当にグループのご意見の

中でもありましたけれど現状、国際化だと

か情報多様化っていうのはもう避けて通れ

ない、もうその中にずっぽり入っているって

いう状況にあると考えております。その中で

も、やはり 1 つは本当にグループワークで

もありましたけどお互いを認め合う、これは

まず第 1 なのかなと思いました。その上で

やはり、どれだけ ICT 化が進んでいようと

なんであろうと、やっぱり本当に学校教育

もそうですし社会教育も人と人、心と心の

部分って非常に大きな部分であり、これが

なかったらやっぱり立ちいかないのかなと

思っております。そういったこともやはり大
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事にして、ここもまたご意見ありましたけども

思いをつなげる、やっぱり人と人を結んで

ゆくっていう。そういうような教育行政執行

に取り組んでいきたいなと思っております

のでよろしくお願いします。

あともう一点ですね。奨学金のお話もあ

りました。

奨学金の関係ですね。昨年令和 4 年度

から一部制度改正してですね。特定の業

種になりますけどれども、返さなくていいっ

ていうような制度もありますのでその辺は部

長から設明させていただきます。

（遠藤教育部長）

茂手木委員さんから奨学金のお話があ

りました。

今年度からスタートをしておりまして奨学

金の返還支援制度です。美幌高校にはで

すね、昨年 3 月ぐらいに制度周知でリーフ

レットを送ってますけれども、いま、学生さ

んの半分が日本学生支援機構もしくはそ

の他の奨学金を借りていると。よくニュース

とかでもたまに見かけますけど、払い込む

のにかなり年数もあって就職もなくて、自己

破産しちゃうようなっていうのもありまして、

そういう側面もありますけど、人口減少対策

の 1 つとしてですね、上限２０万円を最高１

０年間２００万円免除するよと。ただですね、

当然条件ありましていわゆる U ターンです

ね。

U ターンして、まずはエッセンシャルワー

カーという社会が求められてる活動の中の

医療と介護、子どもたちの保育園、保育所

この４業種、今勤められている方ですね。

公務員を除きます。町の保育園も除きます

けどもここに就職していただくという条件が

当然あります。

今、ちょっとお答えできませんが例えば

暴力団関係者ではないとかそういうような

条件、一般的に皆さん当たると思いますけ

ども、そういう条件に該当する方は最高で

借りた金額のうち年間２０万円を１０年間戻

しますよというのがありますので、今現在で

エッセンシャルワーカー４業種ですけど最

終的にはもっと例えば商業観光も足りない

んじゃないかとかそういうのがあれば拡大し

ていく考えはありますけれど当面はこの 4

業種で、戻ってきたらお金を支援できる制

度はありますよっていうことでちょっと周知

不足ではあるかもしれませんが、何かの機

会にもまた随時周知していきたいと思いま

すのでよろしくお願います。以上です。

（矢萩教育長）

今部長の方からもお話ありましたけれど

も、これからも本当に美幌に住んでてよか

ったよとっていうようなですね。そういうコン

セプトで制度改正したものであります。

　また、こちらについても随時見直しを図っ

てまいりたいと思っておりますので折に触

れてまた PR できればと思っております。よ

ろしくお願いします。

（野村主査）

ありがとうございました。

皆さん、何か同じご意見は大丈夫でしょ

うか。

教育委員の皆様との意見交換につきま

しては年に１回ということで大体５回目の社

会教育委員会議で意見交換の場を設けさ

せていただていることが最近多いというふう

に認識しておりますけれども、今後につき

ましても、こういった教育委員さんとの意見

交換につきましては重要であるというふうに

捉えておりますので、今後とも取り入れて

いきながら意見交換を活発にしていければ

というふうに考えておりますので引き続きど

うぞよろしくお願いたしします。

それでは以上で教育委員との意見の交

換につきましては終了させていただきまし

て、進行を委員長に返したいと思います。

よろしくお願いします。

（牛島委員長）

長時間にわたりまして大変ありがとうござ

いました。

教育委員の皆さん、社会教育委員の皆
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さんから色々なご意見をいただきました。

また教育長、部長からも色々な話もいた

だきました。これからの私たちの活動に生

かしてまいりたいと思いますし、色々なとこ

ろでですね、ご意見が反映されることにな

っております。

４　そ　の　他　　　　　　　　　　　　　　　　

（牛島委員長）

それでは、その他に入らせていただいて

よろしいですか。

はじめに各課課長、館長からの連絡事

項ですが、お手元に配布されました資料 1　

各課課長　連絡事項をご覧いただいたくこ

とでお知らせに代えさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。

ここで図書館整備事業について部長の

方からお話があるそうですのでよろしくお

願います。

（遠藤部長）

はい。その他のその他で美幌町図書館

整備事業ということですいません。もう時間

もいいところだと思いますけど、若干お時

間を頂戴いたしまして追加したいことがご

ざいます。

はじめに結論から申し上げさせてもらい

ますが図書館整備事業、現在取り組んで

いますが取組速度を一旦緩めまして、事業

実施が数年先に延びるということをあらかじ

めお話したいと思います。

内容でございますが、昨年度に図書館

整備検討委員会の皆様のご尽力により基

本構想が完成しております。

本年度におきましては次の段階となり基

本計画の策定作業を進めているところであ

りましたが、次に申し上げます大きく３点の

課題が生じておりました。

その 1 点目は財源の確保です。

図書館建設にかかる文科省の補助金が

あったんですがもう古く、平成１０年度末に

廃止されております。

図書館というのは補助金がございませ

ん。現在、美幌町は令和 13 年 3 月末を期

限として過疎地域に指定されております。

この過疎地域に使える過疎対策事業債と

いう借金があるんですけれども、こちら有利

な起債事業がありまして、この起債事業を

活用して準備するということを当初は考え

ておりました。とは言っても借金です。

一方ではですね、全額の借金に頼らず

に補助金を模索する中におきまして、建設

場所が限られてまいりますが国土交通省

が所管します補助財源の可能性が見えて

まいりました。

都市再生特別措置法というものが改正さ

れまして、立地適正化計画というものを策

定することで２分の１の補助金が交付され

る制度でございます。例えば２０億の事業

費のうちの町に１０億が入ってくるという、大

きな事業でございます。この立地適正化計

画に図書館整備を盛り込むことで現在、計

画を策定します。建設部におきまして事務

作業を進めているとこでございます。

策定年度が令和 4,5,6 年度の 3 年間を

予定しているところでございます。ですから、

これが出来上がってから図書館整備という

スケジュールになると思います。

2 点目は建設場所です。図書館の建設

場所は、町民アンケートなどからも市街地

の立地を望む声が多くございまして、これ

までも一定面積を有する主に公用地で検

討を進めておりますが、先ほど申し上げま

した補助事業で活用できるエリアなどの制

約もありますことから、現時点では候補地

の選定までには至っていない状況でござ

います。このため建設場所につきましても

立地適正化計画における区域設定にも影

響しますことから引き続き建設部と協議を

進めている状況でございます。

3 点目は複合化です。現状では、施設

の複合化が図れる公共施設がございませ

ん。平成 29 年度に町が策定した美幌町公

共施設総合管理計画というものがございま

す。この計画では公共施設を将来的に 30%

縮減しますよという目標がございました。
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このため、町公共施設の最適化を図る

ため、関係部局と連携しながら検討を進め

ていく必要があるというものでございます。

以上大きくこの 3 点、財源確保、建設場

所、複合化といった未確定要素があるため

基本計画に具体的な内容が盛り込めず、

また踏み込むにも限界がございます。

ということで、現時点の状況では内容に

欠ける中途半端な基本計画になることが危

惧されたところでございます。

このため、図書館整備事業につきまして

は本年度中の基本計画策定、一旦速度を

緩めると言いましたけれども断念しまして、

昨年度に策定いただきました基本構想を

基に来月中旬に整備検討委員会を開きま

して、委員の皆様から町に対して提言をい

ただく形で整備検討委員会の役割を一旦

区切りつけるということにしたところでござい

ます。そして、今後の財源確保ですとか設

置建設場所の課題が解決され次第、改め

てご提言を参酌させていただいた基本計

画を町が策定するということで進めていき

たいと考えております。あわせて策定の際

には、整備検討委員会でもあります図書館

協議会、宮崎委員も参加されてますけれど

も改めて意見交換を行うことで取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。

なおもうちょっとの間、今の図書館を使うこ

とになりますので新しい図書館が出来るま

での居場所づくりでございますけれども、

例えば町民会館などの既存公共施設を暫

定的に活用した勉強空間ですとかコミュニ

ティスペースなどの確保に努めるほか、バ

リアフリーについても、古い建物ですからな

かなか細部まで行き届いておりません。

バリアフリーにつきましても、引き続きマ

ンパワーを活用して可能な限り支障のない

ように取り組んでいきたいなということでご

理解いただきたいというところでございます。

以上でございます。

（矢萩教育長）

今、部長からお話させていただきまして

若干補足させていただきますと、一昨年に

図書館整備検討委員会っていうのを作りま

した。

これは図書館協議会委員プラス公募に

よる計 12 名の委員さんでそれで令和 3 年

度に基本構想を策定しました。図書館を作

るにあたってはこういうような図書館にして

ほしいというような１つの計画で、それに対

して今部長からありましたように財源だとか

立地場所、複合化って本当に様々な課題

がある中でこの辺についても整備検討委

員会の中で１度お話させていただきました。

その委員長さんの方からは、町としても

期間が延びるということで、延びる間の手

立てとしましては部長の方からお話ありまし

たように、まずは町民の皆さんからアンケー

トを出してもらった中で１番大きかったのは

居場所づくり、やっぱり子どもたちを中心と

した居場所を確保してほしいっていうのが

ありました。あとは、当然バリアフリーってこ

とでありましたので、居場所づくりにつきま

してはその間既存の公共施設で何とかカ

バーしながらしのいでいきたいと。バリアフ

リーにつきましても建物が古いので、相当

抜本的な改修ってなかなか難しいですけ

どもマンパワーと含めた中でできる範囲の

中で支障をきたさないような形でちょっとし

のいでいきたいなと思っております。

整備検討委員会の中の委員さんにお話

させていただいた時のご意見といたしまし

ては、期間が延びるってちょっと残念だけ

れども、その分ソフトの充実だとか考える手

前、１つの期間を取れたっていうふうな本

当にポジティブなご意見をいただいたとこ

ろでございます。

それを踏まえて、図書館としましても令

和 5 年度からソフト充実について建物が新

しくなっても中の事業展開がおろそかにな

っちゃいけないっていう思いでありますの

で、そこをしっかり進めていきたいと。さらに

今後また、建設の時期がある程度目鼻が

ついた中ですね。今、既存の図書館協議

会委員もいますけど、そういった方にご意

見いただく他に広く、社会教育委員さんに
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色々な説明会だとかでですね。ご意見い

ただいた中で、本当に使い勝手のいい図

書館を作っていきたいなと思っております

ので今しばらくご理解いただければと思い

ます。

（牛島委員長）

この件につきまして、皆さんからご質問

等ありますか。よろしいですか。

はい、ありがとうございます。それでは、

図書館だけ少し時間が長いんですが見守

っていただきたいと思いますし、ご意見どし

どしいただければなと思っております。よろ

しくお願いいたします。よろしいですか。

次に次回会議の日程について事務局よ

り説明をお願いします。

（立花課長）

日程のお話をする前に、最初にお礼を

申し上げるところだったのをちょっと失礼し

ておりますけれども、暮れにですね。この

3階で、「あしてらキャンプ」ということで中高

生を対象としました事業を実施した時に急

遽視察ということで来ていただいて、ちょっ

と、もっと見たかったなっていうところを私の

方でごめんなさいってことで退席いただい

た部分はありましたけれども、本当に視察

していただきましてありがとうございました。

関わった方々全てがですね教育委員さ

んまで来ちゃうんですねっていうことで非

常に驚いていた部分もあったんですけれど

も、事業へのご理解をいただきまして本当

にありがとうございました。

それでは主題に戻りまして、本日は長時

間にわたりまして出席、会議いただきまし

てありがとうございました。次回の会議につ

きましては 3 月 23 日木曜日になりますけれ

ども、午後 6 時半からまたこの場所というこ

とで予定をしております。

議題につきましては年度の締めというこ

とで各課の令和４年度事業実績、それから

もう 8 次中期計画の単年度評価ということ

で若干の時間がかかるものになるのかなと

思いますけれども後日案内文章を差し上

げる時にその辺のご説明なども含めて、お

知らせしたいというふうに思っておりますの

でよろしくお願いしたいと思います。年度

末で色々と重なる時期であると思いますけ

ども、どうぞよろしくお願いしたいと思って

おります。

以上になります。

（牛島委員長）

次回の会議につきましては 3 月 23 木曜

日 18 時 30 分より町民会館会議室 7，8 で

予定しております。皆さんの出席をよろしく

お願いしたいと思います。今日はほぼ全員

集まっていただきましたので久々に嬉しか

ったです。本当にちょっと寂しかったんで

すよね。

それでは、長時間にわたりご審議または

交流いただきましてありがとうございました。

以上を持ちまして令和 4 年度第 5 回美

幌町社会教育員会議を終了いたします。

皆さん大変お疲れ様でした。

【閉　　会】


